
 

 

令和８年度 東三河振興ビジョン２０３０重点プロジェクトにおける森林・林業の 

魅力伝道事業 募集要項 

１ 目的 

東三河地域※1において、2021 年 12 月に東三河ビジョン協議会※2が策定した「東

三河振興ビジョン 2030」を推進していくにあたり、広域的課題への対応を強化する

ため、2024 年度から重点プロジェクト「東三河森林ルネッサンスプロジェクト」を

実施しています。 

県下で唯一林業科を置く田口高等学校と連携し、魅力あるカリキュラム作成や、

東三河地域の森林・林業に関連する事業者と田口高等学校林業科が作成する木工品

のＰＲ等により魅力を伝え、高等学校の魅力化を図るべく、2025 年度に開発した地

域資源を活用した商品開発や環境教育、時代にあった林業の担い手育成等、地域や

社会の健全で持続的な発展を担うため必要な資質・能力を育成するプログラムの運

用支援等を行います。 

※1 東三河地域とは、愛知県東部の 8 市町村（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽

町、東栄町及び豊根村）で構成される地域。 

※2 東三河ビジョン協議会とは、東三河の地域づくりの主体となる市町村、民間組織及び愛知県が

一体となって東三河の振興に取り組むため、各地域振興施策について協議を行う場。 

 

２ 委託業務の内容  

  別添 1 令和８年度 東三河振興ビジョン２０３０重点プロジェクトにおける森

林・林業の魅力伝道事業 委託仕様書のとおり。 

 

３ 事業の委託について  

（１）委託の方法  

事業実施にあたっての企画提案を公募で広く募り、最も優れた応募者を１者選

定します。業務仕様及び契約金額を委託金限度額の範囲内で協議したうえで、紙

の契約書又は電子契約サービスを使用して契約内容を記録した電磁的記録（電子

契約書）により委託契約を締結します。協議が不調に終わった場合は、次点の者

と協議するものとします。  

 

（２）委託金限度額  

委託金額の上限は６，７８３，０００円（消費税及び地方消費税込み）としま

す。  

なお、契約保証金については、愛知県財務規則（昭和39年愛知県規則第10号）

第129条の２に基づき、契約金額の百分の十の金額とします。ただし、同規則第

129条の３第３号に該当する場合は、契約保証金の全部を免除します。 

 

（３）委託契約期間  

契約締結の日から令和９年３月31日（水）まで  

  



 

 

４ 応募及び説明会について  

（１）応募資格  

応募の資格者は法人その他の団体とし、企画提案書の提出期限において、次の

要件を全て満たす者とします。  

ア 物品の製造等に係る令和６・７年度愛知県競争入札参加資格者名簿の以下の

分類に登録されていること。 

・大分類「3. 役務の提供等」中分類「07.調査委託」 

イ 財政的基礎が健全に確立されていること。 

ウ 本業務の遂行に必要な組織、人員等を有していること。 

エ 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

オ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しな

い者であること。 

カ 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を

企画提案書の提出期限において受けていないこと。 

キ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成 24 年 6

月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）」に基づく排除措置を受け

ていないこと。 

ク 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

（２）説明会の開催  

応募を希望される方を対象に、下記の説明会を開催します。 

ア 開催日時  

令和８年２月26日（木）午後２時３０分から午後３時１５分まで  

イ 開催場所 

※ オンライン（Microsoft Teams）形式 

ウ 参加申込方法 

参加申込は下記のとおり電子メールで行います。  

・電子メールのタイトルに「令和８年度 東三河振興ビジョン２０３０重点プ

ロジェクトにおける森林・林業の魅力伝道事業 説明会への参加」と記載し

ます。  

・本文中に「1．貴社（団体）名」、「2．参加者氏名」、「3．連絡先（電話

番号・メールアドレス）」を記載します。  

・申込期限は令和８年２月２５日（水）正午までです（必着）。 

・電子メールの宛先は＜higashimikawa@pref.aichi.lg.jp＞です。 

 

（３）企画提案書の提出  

当事業の受託を希望される方は、別添２「企画提案書記載要領」により作成

し、持参、郵送（配達証明に限る）又は宅配便（手渡ししたことが証明されるも

のに限る。）により提出してください。  

   なお、企画提案書は１者１提案とします。 



 

 

ア 提出書類  

(ア) 令和８年度 東三河振興ビジョン２０３０重点プロジェクトにおける森

林・林業の魅力伝道事業 企画提案書（様式１ 表紙） 

(イ) 業務実施体制（様式２）  

(ウ) 企画提案（様式３） 

(エ) 事業費積算書（任意様式） 

(オ) 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４）  

(カ) 誓約書（様式５） 

(キ) 応募者の概要がわかる資料（法人のパンフレット等） 

(ク) 企画提案書の非開示願（様式６、必要な方のみ）  

 

イ 提出部数  

上記(ア)から(オ)は１３部、上記(カ)から(ク)は１部  

 

ウ 提出期限  

令和８年３月１２日（木）午後５時（必着） 

 

エ 提出場所  

〒440-8515 豊橋市八町通5丁目4  

愛知県東三河総局企画調整部企画調整課企画グループ宛 

 

オ 企画提案書の作成上の注意 

・要求した内容以外の書類、図面等については受理しません。 

・提出された企画提案書は返却しません。 

・企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めません。 

・企画提案書について情報公開請求があった場合は、応募者の意見を踏まえた上

で、県が対応について判断します。  

 

（４）応募に関する質問 

応募に関して質問がある場合は、別紙「応募に関する質問」により、令和８年

３月２日（月）正午までに、愛知県東三河総局企画調整部企画調整課宛て電子メ

ール（higashimikawa@pref.aichi.lg.jp）により、提出してください。 

質問に対する回答は、令和８年３月３日（火）までに、質問者及び説明会参加

者へ電子メールで通知します。 

※タイトルは、「令和８年度 東三河振興ビジョン２０３０重点プロジェクト

における森林・林業の魅力伝道事業に関する質問」としてください。 

 

５ 受託候補者の選定について  

（１）審査方法 

提出された企画提案書について、形式審査を行った後、県が設置する選定委員



 

 

会において、審査基準に基づき審査を行い、最も優れた応募者を受託候補者とし

て選定します。 

ただし、応募者が２者を超えてある場合は、選定委員会での審査に先立ち、書

面による１次審査を行います。（選定委員会と同様の基準にて審査） 

選定委員会における審査は、提案者によるプレゼンテーション及び企画提案書

による書面審査により行います。ただし、状況により書面審査のみとなる場合が

あります。 

※プレゼンテーションは、企画提案書のみで行い、１者15分程度、終了後に質

疑応答を10分程度行います。 

※プレゼンテーションの詳細（日時、場所等）は後日連絡します。 

※書面審査のみとなった場合、書面による質疑応答を行う場合があります。 

 

（２）審査基準  

選定委員会で以下の項目などについて評価し、総合的な審査を行います。 

【業務遂行能力】  

 ① 事業実施の基本的な運営方針 

①-1 事業の趣旨を十分に理解しているか。 

①-2 提案された内容や手法、スケジュールは具体的かつ適切であるか。 

①-3 業務の遂行に必要なスキル、ノウハウ、専門的知見、経験があるか。 

①-4 業務の円滑な遂行に必要な体制ができているか。 

①-5 本業務と類似する業務の実績を有しているか。また、類似業務を行っ

た結果、その地域にどのような効果を及ぼしたか。 

② 概算費用 

  ②-1 事業内容に対して経費見積が妥当な金額となっているか。 

【企画提案能力】 

① 森林・林業の魅力伝道に関する業務 

①-1 学習カリキュラムの実施について、自走を見据えた伴走支援が行われるか。 

  （カリキュラムに基づき、次年度以降も持続可能な外部講師が選定されて

いるか、評価基準が明確に示された学習評価方法が提案されているか、定

期的なミーティングの体制を整える方法が提案されているか等） 

①-2 木工事業者と田口高等学校のコラボ商品開発について、販売につなが

るものになっているか。 

①-3 教員研修の内容について、自走につながるものとなっているか。 

①-4 協力体制の確立について、継続的な運営につながることが期待できる

内容になっているか。 

（地域や企業等との持続可能な連携が期待できる具体的な提案がされ 

ているか、校内のワーキンググループは学校の取組を建設的に検討で

きる体制になっているか等） 

①-5 情報発信について、参加するイベントやコンテストは、田口高等学校 

   の効果的なPRが期待できるものになっているか。 



 

 

  【社会的価値の実現に資する取組】 

①社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４）に基づく評価 

 

（３）選定結果の通知  

選定結果については、全ての応募者に対して郵送もしくは電子メールで通知し

ます。  

 

（４）その他 

 選定委員会は非公開です。審査の経過等に関する問合せには応じません。 

 

６ スケジュール（予定）  

令和８年２月20日（金）     企画提案募集開始 

２月26日（木）     事業者説明会 

３月 2日（月）正午   応募に関する質問期限 

３月 3日（火）     質問に対する東三河総局回答期限 

３月12日（木）午後５時 企画提案書提出期限 

３月下旬        選定委員会による審査、受託事業者決定 

４月上旬        委託契約 

  

７ 注意事項 

（１）応募及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

とします。 

（２）提出書類の作成及び提出、説明会の出席に必要な経費については、各応募者の負

担とします。 

（３）受託後の企画提案書に記載された業務実施体制（総括責任者、業務担当者等）の

変更は原則認めません。 

（４）受託者は、本業務の遂行にあたり知り得た情報を、委託者の許可無く他に漏らし

てはならないものとします（契約終了後も同様とする）。 

（５）本事業の実施は、令和８年２月定例愛知県議会における予算の成立を条件としま

す。 

（６）この要項に定めるものの他、選定実施に係る必要な事項は委託者が定めます。 

 

８ お問い合わせ先 

  愛知県東三河総局企画調整部企画調整課企画グループ 

  電話：０５３２－３５－６１００（ダイヤルイン） 

  電子メール：higashimikawa@pref.aichi.lg.jp 


